
道路関係四公団民営化の基本的枠組みに関する 

地方公共団体の意見の概要 
（12 月 12 日現在 再集計結果） 

 
 

平成１５年１２月１５日 
国 土 交 通 省 

 

 

意見照会の概要 

 

意見照会の内容 ： 別紙 

意見募集期間 ： 平成１５年１１月２８日（金）～１２月９日（火） 

対 象 ： ４７都道府県および１３政令指定市（合計６０自治体） 

提出自治体数 ： ５９自治体（１２日時点で未到着 １自治体） 

 

 

 

 

 

※ なお、各地方公共団体から提出された意見の全文については、道路局ホームページ

（http://www.mlit.go.jp/road/4kou-minei/4kou-minei.html）において公開しています。現時

点で未到着の自治体分についても、到着次第、順次ホームページ上で公開いたします。 

 

※ また、別途意見照会を実施しました「今後の高速自動車国道の整備のあり方について」に

ついても、同様に、各地方公共団体から提出された意見の全文について、道路局ホーム

ページにおいて公開しています。 

 

 

 

1 



※以下の①、②、・・・は地方公共団体からの意見を、国土交通省において、いくつかの代表的

なカテゴリーに分類したものであり、今後の精査により自治体数は変わりうる。 

 

１ 新たな組織と役割 

 

（１）機構と会社の設立 

① 機構と会社の設立について異論なし （同旨 ３４自治体） 

② 必要な道路が着実に整備できる制度設計を行うべき （同旨 ９自治体） 

③ 会社の自主的経営は担保しつつ、建設・管理には国が関与できる仕組みとすべき 

（同旨 ５自治体） 

④ 効率的な事業執行が可能な体制とすべき （同旨 ４自治体） 

⑤ 債務の確実な返済、新会社の自主性を考慮し、業務を明確にすべき （同旨 ２自治体） 

⑥ その他 （８自治体） 

 

（２）道路資産の帰属と債務返済の考え方 

 

 案－１－Ａ 

・新会社が道路資産を買取り 
（私有化） 

案－１－Ｂ 

・機構が道路資産を保有 
（債務完済後、国等に移管） 

支持 ０自治体 ４０自治体 

不支持 ４３自治体 ０自治体 

どちらとも言えない ６自治体 
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① 高速道路は国民共有の財産であり、私有財産化は認められない （同旨 ３７自治体） 

② 債務償還後は無料開放されるべき （同旨 ２０自治体） 

③ 固定資産税が課税されると債務返済、新規建設が遅延し、問題 （同旨 １３自治体） 

④ 40 年元利均等返済では新規建設が大幅に抑制されるため、50 年以内の返済とする方が望

ましい （同旨 １１自治体） 

⑤ 政府保証なしでは、資金調達に支障が生じ、問題 （同旨 ８自治体） 

⑥ 債務償還後の改築・維持管理等のため、永久有料化等を検討すべき （同旨 ７自治体） 

⑦ その他 （１７自治体） 
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（３）地域分割 

 

 案－２－Ａ 

・ ＪＨ３分割 

・ 首都・阪神は拡大、本四はＪＨ

と統合 

・ 四公団の債務を統合、再配
分。会社ごとに残債務を管理 

案－２－Ｂ 

・ ＪＨ２分割 

・ 首都・阪神・本四は独立 

 

・ 会社ごとに残債務を管理 

案－２－Ｃ 

・ ＪＨ３分割 

・ 首都・阪神・本四は独立 

 

・ ＪＨは一体として残債務を管
理。その他は会社ごとに管理 

支持 １自治体 １０自治体 １５自治体 

不支持 ３８自治体 ６自治体 ５自治体 

どちらとも言えない １１自治体 
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① 地域間の体力格差を生じさせないため、全国プール制を有効活用すべき  

（同旨 ２８自治体） 

② 首都公団、阪神公団、本四公団については、ＪＨとは仕組みが異なるため、独立して民営化

すべき （同旨 ２０自治体） 

③ 経営安定化後の分割を行うべき （同旨 １０自治体） 

④ リスク対応の観点から、分割数は少なくすべき （同旨 ７自治体） 

⑤ 新会社が同等の経営バランスとなるよう、分割すべき （同旨 ４自治体） 

⑥ その他 （３４自治体） 
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２ 新規建設 

 

（１）建設にあたっての評価 

① 厳格な評価基準による優先順位に基づき整備を行う方針を支持 （同旨 ８自治体） 

② 高速道路ネットワークとしての整備効果を考慮して、評価すべき （同旨 ７自治体） 

③ 順位の決定にあたっては、地方公共団体の意見を十分反映させるべき （同旨 ６自治体） 

④ 評価にあたっては、外部効果をより重視すべき （同旨 ５自治体） 

⑤ 高速道路は国の責任において整備すべき （同旨 ５自治体） 

⑥ 整備計画区間 9,342km については、着実に整備すべき （同旨 ４自治体） 

⑦ 一般有料道路、都市高速道路の評価基準には、大都市部での経済波及効果を反映させるべき  

（同旨 ４自治体） 

⑧ 大規模地震対策等、国家の重要施策における位置付けを評価に反映すべき  

（同旨 ３自治体） 

⑨ その他 （２０自治体） 

 

（２）新会社による建設の範囲とその仕組み 

 

 案－３－Ａ 

・ 会社の建設区間は会社

の経営判断 

・ 自己調達・個別路線採
算制方式 

案－３－Ｂ 

・ 会社の建設区間は、会社

の自主性を尊重しつつ公

団からの事業引継範囲と

して確定 

・ 会社による自己調達方式

案－３－Ｃ 

・ 会社の建設区間は、会社

の自主性を尊重しつつ公

団からの事業引継範囲と

して確定 

・ 機構による料金収入直接
充当方式 

支持 ０自治体 １３自治体 ３０自治体 

不支持 ４７自治体 ３自治体 １自治体 

どちらとも言えない ２自治体 
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① 料金収入を最大限活用して必要な道路整備を行うべき （同旨 ２７自治体） 

② 高速道路の建設には国が責任を持つべき （同旨 １６自治体） 

③ 高速道路の整備を個別路線の採算性や新会社の経営判断のみで決めてはならない （同旨 １４自治体） 

④ Ａ案では必要な道路整備が行えないため、許容できない （同旨 １２自治体） 

⑤ Ａ案は国・地方の負担が増加するため、許容できない （同旨 ６自治体） 

⑥ 新会社の自主判断が可能又は尊重するスキームとすべき （同旨 ６自治体） 

⑦ その他 （２８自治体） 
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３ 料金の性格と水準

 

（１）料金の性格と民間企業としての収益確保 

 

 案－４－Ａ 

・ 料金に適正な利潤を含む 

・ 収益の基本は料金及び関連事業

案－４－Ｂ 

・ 料金に利潤を含まない 

・ 収益の基本は関連事業 

支持 １自治体 ４４自治体 

不支持 ３８自治体 １自治体 

どちらとも言えない ４自治体 
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① 高速道路に利潤を含むことは固定資産税課税等され、建設投資額が減少する等の問題がある  

（同旨 ２１自治体） 

② 高速道路は公共物であり、利潤の対象とすべきではない （同旨 １８自治体） 

③ 高速道路に生じた余剰は、利潤とするのではなく、新規建設や債務返済、料金値下げに充当

すべき （同旨 １６自治体） 

④ 新会社の収益はＳＡ・ＰＡなど関連事業に限定すべき（同旨 ８自治体） 

⑤ 経費節減により利潤追求を行うべき（同旨 ７自治体） 

⑥ その他（１９自治体） 

 

（２）料金の水準 

① 料金引き下げは債務返済の確実性、新規建設を担保した上で行うべき（同旨 ２５自治体） 

② 社会資本の有効利用の観点から値下げを行うべき （同旨 ２１自治体） 

③ 利用者のニーズを踏まえた料金設定とすべき （同旨 ２０自治体） 

④ 首都高の対距離制は妥当 （同旨 ２０自治体） 

⑤ 地域特性に応じた料金設定とすべき （同旨 ５自治体） 

⑥ その他 （１６自治体） 
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４ 承継する資産・債務の内容・評価

 

（１）承継資産・債務の考え方 

① 原案を支持 （同旨 ３９自治体） 

② バイパス型の一般有料道路を地方に移管する際は、地方に負担を求めるべきではない 

（同旨 ４自治体） 

③ バイパス型の一般有料道路を国等に譲渡する際は、地元自治体と協議すべき  

（同旨 ２自治体） 

④ 現公団への出資金の扱いについて明らかにすべき （同旨 ２自治体） 

⑤ 現公団への出資金は従来通り出資者に返還されるスキームとすべき 

（同旨 ２自治体） 

⑥ その他 （１０自治体） 
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別 紙

国 道 政 第 ５ ６ 号

平成１５年１１月２８日

都道府県知事（政令指定市長）殿

国土交通省 道路局長

道路関係四公団民営化の基本的枠組みについて（意見照会）

貴職におかれましては、常日頃より道路事業に対する御理解・御協力を賜わり、

厚く御礼申し上げます。

さて、本年１１月２８日に開催された第４回「道路関係四公団民営化に関する政

府・与党協議会」において、公団民営化の基本的枠組みについて 比較検討素案等、

を提示致しました。

公団民営化の基本的枠組みについては、地方公共団体を含め、各方面の意見を幅

広くお聞きした上で、本年１２月には政府・与党協議会を経て決定し、これを踏ま

えて、次期通常国会に民営化関連法案を提出する予定です。

つきましては、下記の通り貴職の意見を求めたく、御協力方よろしくお願い申し

上げます。なお、頂戴した御回答につきましては、基本的に公表を予定しておりま

すので、その旨併せて御了承下さいますようお願い致します。

なお、別途、当職より「今後の高速自動車国道の整備のあり方について」につい

て、意見照会させていただいておりますので、併せて御協力方よろしくお願い致し

ます。

記

１．提出期日 平成１５年１２月９日（火）

． （ 、 。）２ 提出資料 別添回答様式 参考送付資料を御検討の上 御回答願います

３．提 出 先 国土交通省道路局路政課

（問合先）企画専門官 中原 淳、係長 清水 厳

ＴＥＬ ０３－５２５３－８１２２

ＦＡＸ ０３－５２５３－８１２３

（参考送付資料） 政府・与党協議会資料（関係資料のみ）

１．道路関係四公団民営化の基本的枠組みについて

２．新会社による建設の範囲とその仕組み
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別添回答様式

道路関係四公団民営化の基本的枠組みについて（回答様式）
～ 今後検討すべき課題等 ～

地方公共団体名

新たな組織と役割１

（１）機構と会社の設立

■意見：

（２）道路資産の帰属と債務返済の考え方

支持する案がある（ ②支持できない案がある（ ③どちらとも言えない■① 案-1- ） 案-1- ）

■上記の理由

■その他意見

（３）地域分割

支持する案がある（ ②支持できない案がある（ ③どちらとも言えない■① 案-2- ） 案-2- ）

■上記の理由

■その他意見

新規建設２

（１）建設にあたっての評価

■意見：

（２）新会社による建設の範囲とその仕組み

支持する案がある（ ②支持できない案がある（ ③どちらとも言えない■① 案-3- ） 案-3- ）

■上記の理由

■その他意見
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料金の性格と水準３

（１）料金の性格と民間企業としての収益確保

支持する案がある（ ②支持できない案がある（ ③どちらとも言えない■① 案-4- ） 案-4- ）

■上記の理由

■その他意見

（２）料金の水準

■意見：

承継する資産・債務の内容・評価４

（１）承継資産・債務の考え方

■意見

（道路関係四公団の民営化、基本的枠組み等について自由にご記入下さい）※ その他の意見


